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(57)【要約】
【課題】　画像内の位置情報が含まれない画像と被検体
内を撮像した画像とを関連付けて表示する際の表示位置
の変更操作を容易とする画像表示装置、Ｘ線画像診断装
置、及び画像表示方法を提供する。
【解決手段】　Ｘ線画像診断装置の制御装置２１（画像
表示装置）は、同時に取得した内視鏡画像（第１動画像
）及びＸ線透視像（第２動画像）を記憶装置２３に別々
に保存する。内視鏡画像、Ｘ線透視像の各フレームには
、いずれも録画時の時間情報が付加されている。再生時
には、制御装置２１はＸ線透視像をメイン画面２５ａに
、同時に撮像された内視鏡画像をサブ画面２５ｂに表示
して同期再生する。操作者がメイン画面２５ａのＸ線透
視像上で任意の位置を指定すると、指定した位置に内視
鏡が到来したときの再生位置を特定し、その再生位置か
らの再生に切り替える。
【選択図】図５
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　被検体の体腔内に挿入されて被検体内を撮像する検査装置を用いて撮影された第１動画
像を取得するとともに、前記検査装置の少なくとも一部が撮影範囲に含まれるように撮影
された動画像である第２動画像を取得する画像取得部と、
　前記第１動画像及び第２動画像を同期再生する再生処理部と、
　前記第２動画像上の位置の指定を受け付ける位置指定部と、
　前記位置指定部により指定された位置に前記検査装置が到達した状態の前記第２動画像
の再生位置を特定するとともに、特定した再生位置に対応する前記第１動画像の再生位置
を特定する特定部と、
　前記特定部により特定された再生位置の画像が表示されるように前記第１動画像及び第
２動画像の表示を更新する表示更新部と、
　を備えることを特徴とする画像表示装置。
【請求項２】
　前記位置指定部により指定された位置に所定サイズの関心領域を設定する関心領域設定
部を更に備え、
　前記特定部は、前記関心領域内の画像情報に基づいて前記関心領域内に前記検査装置が
含まれる状態の前記第１動画像及び第２動画像の再生位置を特定することを特徴とする請
求項１に記載の画像表示装置。
【請求項３】
　前記特定部は、前記関心領域内の画素値ヒストグラムに基づき前記関心領域内に前記検
査装置が含まれるか否かを判定することを特徴とする請求項２に記載の画像表示装置。
【請求項４】
　前記特定部は、各フレームの前記関心領域内の画像の差分に基づき前記関心領域内に前
記検査装置が含まれるか否かを判定することを特徴とする請求項２に記載の画像表示装置
。
【請求項５】
　前記特定部は、前記関心領域に前記検査装置が侵入する時点、及び前記関心領域から前
記検査装置が出る時点の少なくともいずれか一方を前記再生位置として特定することを特
徴とする請求項２から請求項４のいずれか一項に記載の画像表示装置。
【請求項６】
　前記位置指定部により複数の位置が設定された場合は、
　前記特定部は前記位置指定部により指定された各位置について第１動画像及び第２動画
像の再生位置を特定し、
　前記表示更新部は前記特定した再生位置の画像を順次切り替えて表示することを特徴と
する請求項１にから請求項５のいずれか一項に記載の画像表示装置。
【請求項７】
　前記表示更新部による表示の切替時間や再生パターンの設定を受け付ける表示設定部を
更に備えることを特徴とする請求項６に記載の画像表示装置。
【請求項８】
　前記表示更新部は、前記位置指定部により指定された複数の位置のうち最初と最後の位
置に対応する区間の第１動画像及び第２動画像を並べて連続再生することを特徴とする請
求項６に記載の画像表示装置。
【請求項９】
　前記関心領域設定部は、前記位置指定部により指定された位置における生体運動に追従
するように前記関心領域を設定することを特徴とする請求項２に記載の画像表示装置。
【請求項１０】
　前記特定部は、前記第１動画像の撮像時における拡大率とフォーカス距離との関係を示
すデータを取得し、取得したデータに基づいて前記フォーカス距離に応じた時間だけ通常
撮影時よりも遡った時間に撮影されたフレームを前記再生位置として特定することを特徴
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とする請求項１から請求項９のいずれか一項に記載の画像表示装置。
【請求項１１】
　前記関心領域設定部は、前記第１動画像の撮像時におけるフォーカス距離を取得し、前
記第１動画像のフォーカス距離に応じて前記関心領域の位置及びサイズを調整することを
特徴とする請求項２から請求項１０のいずれか一項に記載の画像表示装置。
【請求項１２】
　被検体にＸ線を照射するＸ線源と、
　前記Ｘ線源と対向配置され前記被検体を透過した透過Ｘ線を検出するＸ線検出器と、
　前記Ｘ線検出器で検出した透過Ｘ線に基づいて前記被検体のＸ線透視像を生成する画像
処理部と、
　被検体の体腔内に挿入されて被検体内を撮像する検査装置を用いて撮影された第１動画
像を取得するとともに、前記画像処理部により生成されたＸ線透視像であって前記検査装
置の少なくとも一部が撮影範囲に含まれるように撮影された動画像である第２動画像を取
得する画像取得部と、
　前記第１動画像及び第２動画像を同期再生する再生処理部と、
　前記第２動画像上の位置の指定を受け付ける位置指定部と、
　前記位置指定部により指定された位置に前記検査装置が到達した状態の前記第２動画像
の再生位置を特定するとともに、特定した再生位置に対応する前記第１動画像の再生位置
を特定する特定部と、
　前記特定部により特定された再生位置の画像が表示されるように前記第１動画像及び第
２動画像の表示を更新する表示更新部と、
　を備えることを特徴とするＸ線画像診断装置。
【請求項１３】
　被検体の体腔内に挿入されて被検体内を撮像する検査装置を用いて撮影された第１動画
像を取得するとともに、前記検査装置の少なくとも一部が撮影範囲に含まれるように撮影
された動画像である第２動画像を取得するステップと、
　前記第１動画像及び第２動画像を同期再生するステップと、
　前記第２動画像上の位置の指定を受け付けるステップと、
　指定された位置に前記検査装置が到達した状態の前記第２動画像の再生位置を特定する
とともに、特定した再生位置に対応する前記第１動画像の再生位置を特定するステップと
、
　特定された再生位置の画像が表示されるように前記第１動画像及び第２動画像の表示を
更新するステップと、
　を含むことを特徴とする画像表示方法。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は画像表示装置、Ｘ線画像診断装置、及び画像表示方法に係り、詳細には、複数
の医用画像を関連付けて表示する画像表示装置、Ｘ線画像診断装置、及び画像表示方法に
関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来より、内視鏡等の検査装置により被検体の体腔内部を撮像するとともに、別の撮影
装置により被検体の断層像を撮像し、これらの画像を関連付けて表示する医療用画像診断
装置が提案されている。例えば特許文献１には、内視鏡スコープの先端構成部のジャイロ
スコープとマーカに基づいてマーカの位置と撮像方向をＭＲＩ装置によって検出し、検出
した情報を基にＭＲＩ装置のパルスシーケンスを設定することで、内視鏡画像とＭＲＩ装
置により得られた断層像とを関連づける手法について記載されている。
【０００３】
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　ところで、被検体にＸ線を照射し動画像であるＸ線透視像を得るＸ線画像診断装置があ
る。このＸ線画像診断装置により被検体の透視像を撮像しながら、内視鏡等による撮像を
同時に行い画面に表示することで、被検体内における内視鏡の位置を確認しながら治療等
を行う手法がある。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開平０９－１４０６６５号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、Ｘ線透視像は、断層像と異なり画像に被検体の断層位置情報等が含まれ
ない。そのため上述の特許文献１の手法を適用できず、Ｘ線透視像と内視鏡像との関連付
けが困難であった。
【０００６】
　本発明は、前述した問題点に鑑みてなされたものであり、その目的とすることは、画像
内の位置情報が含まれない画像と被検体内を撮像した画像とを関連付けて表示する際の表
示位置の変更操作を容易とする画像表示装置、Ｘ線画像診断装置、及び画像表示方法を提
供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　前述した目的を達成するために第１の発明は、被検体の体腔内に挿入されて被検体内を
撮像する検査装置を用いて撮影された第１動画像を取得するとともに、前記検査装置の少
なくとも一部が撮影範囲に含まれるように撮影された動画像である第２動画像を取得する
画像取得部と、前記第１動画像及び第２動画像を同期再生する再生処理部と、前記第２動
画像上の位置の指定を受け付ける位置指定部と、前記位置指定部により指定された位置に
前記検査装置が到達した状態の前記第２動画像の再生位置を特定するとともに、特定した
再生位置に対応する前記第１動画像の再生位置を特定する特定部と、前記特定部により特
定された再生位置の画像が表示されるように前記第１動画像及び第２動画像の表示を更新
する表示更新部と、を備えることを特徴とする画像表示装置である。
【０００８】
　第２の発明は、被検体にＸ線を照射するＸ線源と、前記Ｘ線源と対向配置され前記被検
体を透過した透過Ｘ線を検出するＸ線検出器と、前記Ｘ線検出器で検出した透過Ｘ線に基
づいて前記被検体のＸ線透視像を生成する画像処理部と、被検体の体腔内に挿入されて被
検体内を撮像する検査装置を用いて撮影された第１動画像を取得するとともに、前記画像
処理部により生成されたＸ線透視像であって前記検査装置の少なくとも一部が撮影範囲に
含まれるように撮影された動画像である第２動画像を取得する画像取得部と、前記第１動
画像及び第２動画像を同期再生する再生処理部と、前記第２動画像上の位置の指定を受け
付ける位置指定部と、前記位置指定部により指定された位置に前記検査装置が到達した状
態の前記第２動画像の再生位置を特定するとともに、特定した再生位置に対応する前記第
１動画像の再生位置を特定する特定部と、前記特定部により特定された再生位置の画像が
表示されるように前記第１動画像及び第２動画像の表示を更新する表示更新部と、を備え
ることを特徴とするＸ線画像診断装置である。
【０００９】
　第３の発明は、被検体の体腔内に挿入されて被検体内を撮像する検査装置を用いて撮影
された第１動画像を取得するとともに、前記検査装置の少なくとも一部が撮影範囲に含ま
れるように撮影された動画像である第２動画像を取得するステップと、前記第１動画像及
び第２動画像を同期再生するステップと、前記第２動画像上の位置の指定を受け付けるス
テップと、指定された位置に前記検査装置が到達した状態の前記第２動画像の再生位置を
特定するとともに、特定した再生位置に対応する前記第１動画像の再生位置を特定するス



(5) JP 2018-11807 A 2018.1.25

10

20

30

40

50

テップと、特定された再生位置の画像が表示されるように前記第１動画像及び第２動画像
の表示を更新するステップと、を含むことを特徴とする画像表示方法である。
【発明の効果】
【００１０】
　本発明により、画像内の位置情報が含まれない画像と被検体内を撮像した画像とを関連
付けて表示する際の表示位置の変更操作を容易とする画像表示装置、Ｘ線画像診断装置、
及び画像表示方法を提供できる。
【図面の簡単な説明】
【００１１】
【図１】検査システム１の構成図
【図２】画像表示に関する機能構成図
【図３】各動画像に付与される時間情報の例を示す図
【図４】画像表示処理の流れを示すフローチャート
【図５】（ａ）Ｘ線透視像７１上で位置（ＲＯＩ７０）を指定した状態を示す図、（ｂ）
指定位置（ＲＯＩ７０）に内視鏡３１が移動したときのＸ線透視像７２及び内視鏡画像８
２が表示された状態を示す図
【図６】ＲＯＩの画像解析処理の流れを示すフローチャート
【図７】ＲＯＩ７０内の画像情報を用いて指定位置に内視鏡３１が到達した再生位置（フ
レーム）を探索する処理について説明する図
【図８】内視鏡３１を挿入したときと抜き去るときの双方を検出するためのＲＯＩ解析処
理の流れを示すフローチャート
【図９】メイン画面２５ａで複数の位置が指定された場合の画像表示処理について説明す
る図
【図１０】生体運動（呼吸等）に追従するようにＲＯＩを設定する処理を含む画像表示処
理の流れを示すフローチャート
【図１１】ＲＯＩの位置を補正する処理の流れを説明する図
【図１２】ＲＯＩ位置の補正について説明する図
【図１３】生体運動（呼吸等）によるＲＯＩ内の画像のズレについて説明する図
【図１４】内視鏡の拡大機能を使用した場合の表示補正について説明する図
【図１５】内視鏡の拡大機能を使用した場合の関心領域のサイズ補正について説明する図
【発明を実施するための形態】
【００１２】
　以下、添付図面を参照しながら、本発明の好適な実施形態について詳細に説明する。
【００１３】
［第１の実施形態］
　まず、図１及び図２を参照して本発明の全体構成について説明する。
【００１４】
　図１に示すように、検査システム１は第１動画像取得装置３、第２動画像取得装置（Ｘ
線画像診断装置）１０、及び操作装置（画像表示装置）２０を備えて構成される。
【００１５】
　第１動画像取得装置３は、検査装置３１本体であり、検査装置３１を用いて撮像される
被検体４内の画像情報を第１動画像として取得し操作装置２０に出力する。検査装置３１
は、被検体４の体腔内に挿入されて使用されるものであり、例えば内視鏡スコープである
。内視鏡スコープはレンズ、プリズム、ＣＣＤ（Charge Coupled Device）等を備える。
また第１動画像取得装置３は、例えば内視鏡装置本体であり、内視鏡制御部、内視鏡画像
処理部、操作部、及び内視鏡記録部等を備える。内視鏡装置本体の内視鏡制御部は内視鏡
スコープのＣＣＤにより変換された電気信号を階調変換し、内視鏡画像処理部は内視鏡制
御部により階調変換された電気信号をモニタに表示可能な画像信号に変換し、内視鏡記録
部に記憶するとともに操作装置（画像表示装置）２０に出力する。
【００１６】
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　第２動画像取得装置１０は、検査装置３１の少なくとも一部が撮影範囲に含まれるよう
に被検体４の動画像を撮影する装置である。第２動画像取得装置１０は、例えば被検体４
のＸ線透視像を撮像するＸ線画像診断装置の撮影装置であり、操作装置２０の制御装置２
１により制御される。Ｘ線画像診断装置（第２動画像取得装置１０）は、Ｘ線管１１、Ｘ
線絞り１３、高電圧発生器１５、Ｘ線検出器１６、Ｘ線画像処理部１７を備える。被検体
４は寝台５に載置される。
【００１７】
　Ｘ線管１１は、高電圧発生器１５から電力供給を受けて所定の線量のＸ線を発生させる
Ｘ線管球を有する。高電圧発生器１５は、操作装置２０の制御装置２１からの制御信号に
基づきＸ線管１１に対して電力を供給する。Ｘ線管１１及び高電圧発生器１５の動作は操
作装置２０の制御装置２１により制御される。なお、Ｘ線管１１と高電圧発生器１５とは
別体に構成されたものが多いが、一体的に構成されていてもよい。また、Ｘ線管１１とＸ
線絞り１３とが一体的に設けられていてもよい。Ｘ線絞り１３はＸ線遮蔽板を有し、制御
装置２１に制御されてＸ線遮蔽板を所定の位置まで開閉させて所望の形状のＸ線照射領域
を形成する。
【００１８】
　Ｘ線検出器１６は、例えばシンチレータとフォトダイオードの組み合わせによって構成
されるＸ線検出素子を２次元配列したフラットパネルディテクタ（ＦＰＤ）やＩ．Ｉ．（
image intensifier）等であり、被検体４を介してＸ線管１１に対向する位置に設けられ
る。例えば、寝台５の天板の下面にＸ線検出器１６が配置される。Ｘ線検出器１６の各検
出素子は、Ｘ線管１１から照射され被検体４を透過したＸ線である透過Ｘ線を検出し、そ
のＸ線強度に応じた電気信号に変換する。
【００１９】
　Ｘ線画像処理部１７は、Ｘ線検出器１６から出力された電気信号に対し、ガンマ変換、
階調変換、画像の拡大、縮小等の処理を行ってＸ線画像を生成する。Ｘ線画像処理部１７
はＸ線検出器１６から順次入力される電気信号に基づいて複数フレームから成るＸ線透視
像（動画像）を生成する。Ｘ線画像処理部１７は生成したＸ線透視像を操作装置２０に出
力する。
【００２０】
　操作装置２０は、Ｘ線画像診断装置（第２動画像取得装置）１０の操作装置であり、操
作者による操作入力を受け付け、入力された指示に従って第２動画像取得装置（Ｘ線画像
診断装置）１０を制御する。操作装置２０は、制御装置２１、画像処理装置２２、記憶装
置２３、入力装置２４、及び表示装置２５を備え、本発明に係る画像表示装置として機能
する。
【００２１】
　画像処理装置２２は、第２動画像取得装置（Ｘ線画像診断装置）１０から取得した第２
動画像（Ｘ線透視像）を取得し、制御装置２１による制御に従って画像の解析等を行う。
【００２２】
　記憶装置２３は、取得した第１動画像（内視鏡画像）及び第２動画像（Ｘ線透視像）を
記憶する。また、第２動画像取得装置（Ｘ線画像診断装置）１０における透視動作や撮影
動作に関するプログラムや各種透視条件、撮影条件、後述する画像表示処理に必要なプロ
グラム及びデータ等を記憶する。
【００２３】
　制御装置２１は、ＣＰＵ（Central Processing Unit）、ＲＯＭ（Read Only Memory）
、ＲＡＭ（Random Access Memory）等により構成される。制御装置２１は、入力装置２４
から入力された指令に基づきＸ線管１１におけるＸ線照射、Ｘ線画像処理部１７における
画像処理、第１動画像及び第２動画像の取得、画像処理装置２２における画像の解析、記
憶装置２３への画像の記憶、表示装置２５における表示、Ｘ線絞り１３等の動作を制御す
る。透視動作中、制御装置２１は、Ｘ線管１１から透視像取得用のＸ線量でＸ線を照射さ
せ、動画像からなる透視像を得る。
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【００２４】
　また制御装置２１は、第１動画像及び第２動画像を取得し、表示装置２５に所定の表示
形式で表示する画像表示処理を実行する。画像表示処理の詳細については後述する（図４
等参照）。
【００２５】
　入力装置２４は、キーボード、マウス、ジョイスティック等の入力装置を備え、操作者
からの指令を制御装置２１に入力する。なお、入力装置２４は表示装置２５と一体的に形
成されたタッチパネル式の入力装置としてもよい。
【００２６】
　表示装置２５は液晶パネル、ＣＲＴモニタ等のディスプレイ装置である。本発明におい
て、表示装置２５は１つの表示画面内に複数の表示領域を有するか、或いは複数の表示画
面を有する。一方の表示画面（表示領域）をメイン画面２５ａ（図５参照）として第２動
画像であるＸ線透視像７１を表示し、他方の表示画面（表示領域）をサブ画面２５ｂとし
て第１動画像である内視鏡画像８１を表示する。なお、例えば図５の例では、メイン画面
２５ａとサブ画面２５ｂは異なるサイズとしているがこれに限定されず、同一のサイズと
してもよい。また、メイン画面２５ａとサブ画面２５ｂのレイアウトも任意である。
【００２７】
　なお、図１の構成図ではＸ線画像診断装置の操作装置２０に本発明の画像表示装置の機
能を含む構成としたが、Ｘ線画像診断装置とは別のコンピュータ等を用いて本発明に係る
画像表示装置の機能を実現してもよい。
【００２８】
　次に、図２を参照して本発明に係る画像表示装置２０の機能構成を説明する。以下の説
明では、Ｘ線画像診断装置（第２動画像取得装置）１０の操作装置２０の制御装置２１が
本発明の画像表示装置２０として機能する場合を例として説明する。
【００２９】
　図２に示すように、制御装置２１は、記録処理部５１及び再生処理部５２を備える。
　記録処理部５１は、第１動画像取得装置３から取得した第１動画像を取得するとともに
、第２動画像取得装置１０から第２動画像を取得する。取得した各動画像はそれぞれ記憶
装置２３の別のファイルに保存される。図３（ａ）は第１動画像のデータ構成を示す図、
図３（ｂ）は第２動画像のデータ構成を示す図である。図３に示すように第１及び第２動
画像はそれぞれ複数フレームの画像を有し、各フレームには記録時の時間情報が付加され
る。第１動画像取得装置３と第２動画像取得装置１０の撮像レート及び撮影開始タイミン
グは必ずしも一致するものではない。そのため記録処理部５１は、第１動画像取得装置３
の撮影開始タイミングと第２動画像取得装置１０の撮影開始タイミングとの関係を記録し
、再生時に参照することで同期再生を可能とする。
【００３０】
　再生処理部５２は、記憶装置２３から第１動画像及び第２動画像を取得し、各動画像に
付加されている時間情報に基づいて同期再生する。再生処理部５２は、例えば、第２動画
像をメイン画面２５ａにて再生し、メイン画面２５ａに表示されている第２動画像の記録
時に同じタイミングで撮影された第１動画像をサブ画面２５ｂに表示する。
【００３１】
　また、再生処理部５２は位置指定部５２ａ、特定部５２ｂ、表示更新部５２ｃを備える
。
　位置指定部５２ａは、メイン画面２５ａに表示されている第２動画像上の任意の位置の
指定を受け付ける。位置の指定は、例えば操作者による入力装置２４のマウスのクリック
操作や、タッチパネル式の入力装置であればタッチ操作等によって行われる。
【００３２】
　特定部５２ｂは、位置指定部５２ａにより指定された位置に検査装置３１が到達した状
態の第２動画像の再生位置を特定するとともに、特定した再生位置に対応する第１動画像
の再生位置を特定する。再生位置とは、動画像の各フレームのうち再生されるフレームの
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先頭フレームである。
【００３３】
　特定部５２ｂは、再生位置の特定のため、位置指定部５２ａにより指定された位置に所
定サイズの関心領域（ＲＯＩ７０）を設定し、設定された関心領域（ＲＯＩ７０）内の画
像情報に基づいて当該関心領域（ＲＯＩ７０）内に検査装置３１が含まれる状態の第２動
画像の再生位置を特定する。そして特定した再生位置と同じ時刻に撮像された第１動画像
を特定する。関心領域（ＲＯＩ７０）のサイズは、予め設定された固定サイズとしてもよ
いし、操作者により任意に設定されたサイズとしてもよい。また、後述するように関心領
域は、被検体４の生体運動に追従して設定されることが望ましい（第３の実施の形態）。
また第１動画像の撮像時の拡大率に応じて関心領域のサイズを変更してもよい（第５の実
施の形態）。
【００３４】
　特定部５２ｂは、関心領域（ＲＯＩ７０）内の画素値ヒストグラムを生成し、生成した
ヒストグラムに基づき関心領域（ＲＯＩ７０）内に検査装置３１が含まれるか否かを判定
する。或いは、第２動画像の各フレームに設定された関心領域（ＲＯＩ７０）の画像の差
分に基づき関心領域（ＲＯＩ７０）内に検査装置３１が含まれるか否かを判定するものと
してもよい。特定部５２ｂによる再生位置の特定処理については後述する。
【００３５】
　表示更新部５２ｃは、特定部５２ｂにより特定された再生位置の画像が表示されるよう
に第１及び第２動画像の表示を更新する。
【００３６】
　位置指定部５２ａ、特定部５２ｂ、及び表示更新部５２ｃを備えることにより、第１動
画像及び第２動画像の同期再生中に第２動画像上で操作者が位置を指定すると、指定した
位置に検査装置３１が到達した時点で撮影された第１動画像、及び第２動画像がただちに
表示装置２５に表示されるよう表示が更新される。
【００３７】
　次に、図４～図７を参照して、操作装置２０（画像表示装置）が実行する画像表示処理
について説明する。本実施の形態では、第１動画像は内視鏡画像８１とし、第２動画像は
Ｘ線透視像７１として説明する。
【００３８】
　検査システム１の第１動画像取得装置（内視鏡装置本体）３、及び第２動画像取得装置
（Ｘ線画像診断装置）１０が起動され（ステップＳ１０１）、各装置（第１動画像取得装
置３、第２動画像取得装置１０）で撮影が開始されると（ステップＳ１０２；Ｙｅｓ）、
操作装置２０の制御装置２１は第１動画像取得装置（内視鏡装置）３から入力される内視
鏡画像、及び第２動画像取得装置（Ｘ線画像診断装置）１０から入力されるＸ線透視像を
記憶装置２３にそれぞれ保存する。内視鏡画像及びＸ線透視像の各フレームには、図３に
示すように、いずれも録画時の時間情報が付加され、時間情報に基づいて同期再生可能な
状態で保存される。
【００３９】
　第１動画像取得装置（内視鏡）３及び第２動画像取得装置（Ｘ線画像診断装置）１０で
の撮像（録画）が終了し（ステップＳ１０３）、その後、録画データの再生指示が入力さ
れると（ステップＳ１０４；Ｙｅｓ）、制御装置２１は録画データの再生処理を開始する
（ステップＳ１０５）。再生処理時において、制御装置２１は記憶装置２３から第１動画
像（内視鏡画像）を読み出すとともに、当該第１動画像（内視鏡画像）と同時に撮影され
た第２動画像（Ｘ線透視像）の録画データを読み出し、表示装置２５の各表示領域に並べ
て同期再生する。例えば、制御装置２１は図５に示すように、表示装置２５の表示画面に
メイン画面２５ａ及びサブ画面２５ｂを形成し、メイン画面２５ａにＸ線透視像７１（第
２動画像）を表示し、サブ画面２５ｂに内視鏡画像８１（第１動画像）を表示する。
【００４０】
　録画データの再生中に、メイン画面２５ａに表示されているＸ線透視像７１上の任意の
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位置が操作者により指定されると（ステップＳ１０６；Ｙｅｓ）、制御装置２１は指定さ
れた座標位置に所定サイズの関心領域（ＲＯＩ７０）を設定する（ステップＳ１０７）。
ＲＯＩ７０は動画像（Ｘ線透視像）の各フレームの同じ座標位置に設定される。そして制
御装置２１は、各フレームのＲＯＩ７０内の画像を解析し（ステップＳ１０８）、ＲＯＩ
７０内に検査装置３１が到達した時のＸ線透視像７１のフレーム番号及び内視鏡画像のフ
レーム番号を特定する。制御装置２１は特定したフレーム番号を先頭再生位置として当該
フレーム以降の動画像を各画面２５ａ、２５ｂに表示する（ステップＳ１０９）。
【００４１】
　具体的には、図５（ａ）のＸ線透視像７１で任意の位置が指定されると、その位置にＲ
ＯＩ７０が設定される。その後、図５（ｂ）に示すように、ＲＯＩ７０内に検査装置（内
視鏡３１）の先端部が到達した時に撮影されたＸ線透視像がメイン画面２５ａに表示され
る。サブ画面２５ｂには、メイン画面２５ａのＸ線透視像７２と同じ時点（ＲＯＩ７０内
に検査装置（内視鏡３１）の先端部が到達した時）に撮影された時点で撮影された内視鏡
画像８２が表示される。
【００４２】
　その後、最終フレームまで再生が終了するか、或いは表示終了指示が入力されると（ス
テップＳ１１０）、制御装置２１は画像表示処理を終了する。その後、装置のシャットダ
ウン指示があるとシャットダウン処理を実施する（ステップＳ１１１）。
【００４３】
　ここで、図６及び図７を参照してＲＯＩの画像解析処理（図５のステップＳ１０８）に
ついて説明する。
　制御装置２１は、Ｘ線透視像（第２動画像）７１上にＲＯＩ７０を設定すると設定した
ＲＯＩ７０の座標を取得し（ステップＳ２０１）、Ｘ線透視像７１の各フレームの対応す
る座標位置にＲＯＩ７０を設定し、各フレームのＲＯＩ７０内の画像情報からそれぞれ画
素値ヒストグラムを算出する（ステップＳ２０２）。
【００４４】
　図７（ａ－１）は、時刻ｔ＝Ｔａにおけるフレームに設定されたＲＯＩ７０内の画像（
Ｘ線透視像７１の一部）を示す図であり、図７（ａ－２）は、時刻ｔ＝ＴａにおけるＲＯ
Ｉ７０内の画素値ヒストグラムを示す図である。また、図７（ｂ－１）は、時刻ｔ＝Ｔｂ
におけるＲＯＩ７０内の画像（Ｘ線透視像７２の一部）を示す図であり、図７（ｂ－２）
は、時刻ｔ＝ＴｂにおけるＲＯＩ７０内の画素値ヒストグラムを示す図である。画素値ヒ
ストグラムの横軸は画素値、縦軸は頻度である。
【００４５】
　制御装置２１は、各フレームのＲＯＩ７０内の画素値ヒストグラムから特定画素値範囲
外（特定画素値以下）の画素値の頻度が所定の閾値を超える画像が存在するか否かを判定
する（ステップＳ２０３）。
【００４６】
　図７（ａ－２）に示す画素値ヒストグラムでは、特定画素値（内視鏡の有無を判別可能
な画素値）以下の頻度は小さい。そのため内視鏡３１がＲＯＩ７０内に含まれないと判定
される。一方、内視鏡３１がＲＯＩ７０内に含まれる場合は（ステップＳ２０３；Ｙｅｓ
）、図７（ｂ－２）に示すように、特定画素値（内視鏡の有無を判別可能な画素値）以下
の頻度が所定の閾値を超える。制御装置２１は特定の画素値範囲（内視鏡の有無を判別可
能な画素値）の頻度が閾値を超えたフレームのうち先頭フレームの時刻（時間情報）を特
定する（ステップＳ２０４）。
【００４７】
　制御装置２１はステップＳ２０４で特定した時刻に撮影された各動画像（Ｘ線透視像７
２、内視鏡画像８２）のフレームを特定し、特定したフレーム以降の各フレームをそれぞ
れメイン画面２５ａ及びサブ画面２５ｂにて表示再生する（ステップＳ２０５）。
【００４８】
　ステップＳ２０３において、特定画素値範囲の頻度が閾値を超える画像が存在しない場
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合は（ステップＳ２０３；Ｎｏ）、「該当画像がありません」といったメッセージを表示
したダイアログを表示装置２５に表示し（ステップＳ２０６）、再生中の画像の表示を継
続する（ステップＳ２０７）。
【００４９】
　これにより、操作者がメイン画面２５ａ上で任意の位置を指定すると、指定した位置に
内視鏡３１が到達した時の画面に瞬時に切り替えることが可能となる。これにより再生の
早送り操作（スクロール等）を行う必要がなく、容易に参照したい箇所を表示させること
が可能となり、操作者の負担を軽減できる。
【００５０】
　なお、図４のステップＳ１０８のＲＯＩの画像解析処理は画素値ヒストグラムを用いる
方法に限定されない。画像位置が指定された時のＲＯＩ７０内の画像とその他のフレーム
のＲＯＩ７０内の画像との差分に基づきＲＯＩ７０内に内視鏡３１が含まれるか否かを判
定してもよい。すなわち、ＲＯＩ７０内の画像の差分値が所定の閾値以上となったフレー
ムをＲＯＩ７０内に内視鏡３１が含まれるフレームと判断する。
【００５１】
　また、制御装置２１（特定部５２ｂ）は、ＲＯＩ７０に内視鏡３１が侵入する時点のみ
ならず、ＲＯＩ７０から内視鏡３１が出る時点を再生位置として特定してもよい。図８に
、ＲＯＩ７０から内視鏡３１が出る時点を再生位置として特定する処理を含むフローチャ
ートを示す。
【００５２】
　図８のステップＳ３０１～ステップＳ３０７はＲＯＩ７０内に内視鏡が到達した時点（
ＲＯＩ７０内に内視鏡３１が含まれるフレームのうち最初のフレーム）を特定する処理で
あり、図６のステップＳ２０１～ステップＳ２０７の処理と同様である。ＲＯＩ７０から
内視鏡３１が抜き去られる時点を再生位置として特定する場合は（ステップＳ３０８；Ｙ
ｅｓ）、制御装置２１はステップＳ３０１～ステップＳ３０７の処理に続けて、ステップ
Ｓ３０９～ステップＳ３１４の処理を実施する。
【００５３】
　ステップＳ３０１～ステップＳ３０７の処理を実施した後、制御装置２１は更に画像の
再生時間を進めて、図４のステップＳ１０７で設定されたＲＯＩ７０に対応する各フレー
ムのＲＯＩ内の画素値ヒストグラムを算出する（ステップＳ３０９）。
【００５４】
　制御装置２１は、各フレームのＲＯＩ７０内の画素値ヒストグラムから特定画素値の頻
度が閾値を超える画像が存在するか否かを判定する（ステップＳ３１０）。制御装置２１
は特定の画素値範囲（内視鏡の有無を判別可能な画素値）の頻度が閾値を超えているフレ
ームのうち最終フレームの時間情報（時刻）を特定する（ステップＳ３１１）。
【００５５】
　制御装置２１はステップＳ３１１で特定した時刻に撮影された各動画像（Ｘ線透視像、
内視鏡画像）のフレームを特定し、特定したフレーム以降の各フレームをそれぞれメイン
画面２５ａ及びサブ画面２５ｂに表示する（ステップＳ３１２）。
【００５６】
　ステップＳ３１０において、特定画素値の頻度が閾値を超える画像が存在しない場合は
（ステップＳ３１０；Ｎｏ）、「該当画像がありません」といったメッセージを表示した
ダイアログを表示し（ステップＳ３１３）、再生中の画像の表示を継続する（ステップＳ
３１４）。
【００５７】
　これにより、操作者がメイン画面２５ａ上でＸ線透視像７１、７２上の任意の位置を指
定すると、内視鏡が挿入される時と抜き去られる時の両方について、指定した位置を内視
鏡が通過する画像に切り替えて表示することが可能となる。これにより再生の早送り操作
（スクロール等）を行う必要がなく、操作者の負担を軽減できる。
【００５８】
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［第２の実施形態］
　図９を参照して、本発明の第２の実施形態について説明する。なお、以下の説明では、
第１の実施形態と同一の各部は同一の符号を付し、重複する説明を省略する。
【００５９】
　第２の実施形態では、録画時または再生時にメイン画面２５ａ上で第２動画像（Ｘ線透
視像７１）の複数の位置が指定された場合の画像表示処理について説明する。
【００６０】
　図９（ａ）に示すようにメイン画面２５ａにてＸ線透視像（第２動画像）７１を再生中
に複数の位置が指定されると、制御装置２１は、指定された各位置にそれぞれ関心領域（
ＲＯＩ１、ＲＯＩ２、ＲＯＩ３）を設定する。
【００６１】
　制御装置２１は、各関心領域（ＲＯＩ１、ＲＯＩ２、ＲＯＩ３）についてそれぞれ第１
の実施の形態と同様に、Ｘ線透視像７１の各フレームの対応する座標位置にそれぞれＲＯ
Ｉ１、ＲＯＩ２、ＲＯＩ３を設定し、各フレームに設定したＲＯＩ１、ＲＯＩ２、ＲＯＩ
３内の画像を解析する。制御装置２１は内視鏡３１がＲＯＩ１、ＲＯＩ２、ＲＯＩ３に到
達した時刻をそれぞれ特定し、特定した各時刻のＸ線透視像７１、７２、７３及び内視鏡
画像８１、８２、８３を順次切り替えてメイン画面２５ａ、サブ画面２５ｂにそれぞれ表
示する。
【００６２】
　図９（ｂ）はＲＯＩ１の位置に内視鏡３１が到達した時の表示画面であり、図９（ｃ）
はＲＯＩ２の位置に内視鏡３１が到達した時の表示画面であり、図９（ｄ）はＲＯＩ３の
位置に内視鏡３１が到達した時の表示画面である。メイン画面２５ａにはＸ線透視像７１
、７２、７３が順次切り替えて表示され、サブ画面２５ｂには内視鏡画像８１、８２、８
３が順次切り替えて表示される。制御装置２１は、図９（ｂ）、図９（ｃ）、図９（ｄ）
の表示状態を所定の時間間隔で切り替えて表示する。このように、操作者が表示させたい
箇所をＸ線透視像７１上で複数箇所指定すれば、その箇所に内視鏡が到達した時刻で撮像
された画像だけを選択的に再生することが可能となる。これにより操作者は容易な操作で
効率よく画像を観察できるようになる。
【００６３】
　なお、メイン画面２５ａ（Ｘ線透視像７１）上で複数の位置が指定されている場合、指
定された位置に内視鏡３１が到達する時刻から所定時間分の画面だけを断続的に順次切替
えて表示するのではなく、指定された複数の位置のうち最初（最も録画時刻が早い位置（
例えばＲＯＩ１の位置）に内視鏡３１が到達した時刻）から、最後（最も録画時刻が遅い
位置（例えばＲＯＩ３の位置）に内視鏡３１が到達する時刻）までの区間の動画像を連続
的に再生するようにしてもよい。
【００６４】
　また制御装置２１は画面表示を切り替える時間の間隔や表示パターン（指定位置の最初
と最後の区間の連続再生を行うか、または指定位置のみの再生するか）を操作者が設定す
るためのユーザインターフェース（表示設定部）を更に備えることが望ましい。
【００６５】
［第３の実施形態］
　図１０～図１３を参照して、第３の実施の形態について説明する。
　例えば、胸部を撮影する時は呼吸により体動が生じる。そのため、あるフレームで設定
した関心領域（ＲＯＩ）と同じ座標位置に他のフレームで関心領域（ＲＯＩ）を設定する
と、ＲＯＩの画像解析処理（図６）においてＲＯＩ位置に内視鏡が含まれるか否かを正し
く判定できないことがある。そこで、第３の実施の形態では、生体運動に追従するように
各フレームにＲＯＩを設定する。
【００６６】
　図１０を参照して第３の実施の形態の画像表示処理について説明する。
　図１０のフローチャートにおいてステップＳ４０１～ステップＳ４０６の処理は第１の
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実施の形態の画像表示処理のステップＳ１０１～ステップＳ１０６（図４）と同様である
。すなわち、検査システム１の各装置（第１動画像取得装置３、第２動画像取得装置１０
）が起動され（ステップＳ４０１）、各装置で撮影が開始されると（ステップＳ４０２；
Ｙｅｓ）、操作装置２０の制御装置２１は第１動画像取得装置（内視鏡）３から入力され
る内視鏡画像、及び第２動画像取得装置（Ｘ線画像診断装置）１０から入力されるＸ線透
視像を記憶装置２３に保存する。内視鏡画像、Ｘ線透視像の各フレームには、いずれも録
画時の時間情報が付加され、時間情報に基づいて同期再生可能な状態で保持される（図３
参照）。
【００６７】
　第１動画像取得装置（内視鏡）３及び第２動画像取得装置（Ｘ線画像診断装置）１０で
の録画が終了し（ステップＳ４０３）、録画データの再生指示が入力されると（ステップ
Ｓ４０４；Ｙｅｓ）、制御装置２１は録画データの再生処理を開始する（ステップＳ４０
５）。再生時には、制御装置２１は記憶装置２３から第１動画像（内視鏡画像）とこれと
同時に撮影された第２動画像（Ｘ線透視像）のデータを取得し、表示装置２５の各表示領
域に並べて同期再生する。例えば、図５に示すように、表示装置２５のメイン画面２５ａ
にＸ線透視像７１が表示され、サブ画面２５ｂに内視鏡画像８１が表示される。
【００６８】
　録画データの再生中に、メイン画面２５ａのＸ線透視像７１上の任意の位置が操作者に
より指定されると（ステップＳ４０６；Ｙｅｓ）、制御装置２１は指定された位置を中心
に動き検出用ＲＯＩ７５（図１２参照）を設定する（ステップＳ４０７）。動き検出用Ｒ
ＯＩ７５は想定される体動の大きさ（ずれ量）より広いサイズとし、各フレームで同じ座
標位置に設定する。
【００６９】
　次に制御装置２１はステップＳ４０７で設定された動き検出用ＲＯＩ７５内の画像を解
析し、被検体４の動きに追従する検査装置検索用ＲＯＩ７６を各フレームに設定する（ス
テップＳ４０８）。
【００７０】
　ステップＳ４０８の検査装置検索用ＲＯＩ７６の設定方法について図１１及び図１２を
参照して説明する。
　図１２（ａ）はＸ線透視像７１に設定された動き検出用ＲＯＩ７５と、動き検出用ＲＯ
Ｉ７５内に設定される検査装置検索用ＲＯＩ７６を示す図である。動き検出用ＲＯＩ７５
は、操作者により指定された位置を中心に、想定される体動の大きさに応じたサイズの範
囲が設定される。動き検出用ＲＯＩ７５は、各フレームで固定の位置（同じ座標位置）と
する。検査装置検索用ＲＯＩ７６は、第１の実施の形態のＲＯＩ７０と同様に画像解析の
対象とするＲＯＩである。
【００７１】
　制御装置２１は、ステップＳ４０６で位置を指定したフレームを基準フレームとし、基
準フレームにおける動き検出用ＲＯＩ７５内の画像情報に基づいて、同じ領域（特徴部）
を各フレームから検出する（ステップＳ５０１）。そしてステップＳ５０１で検出した各
フレームの特徴部の領域の座標値と基準フレームにおける該当する領域との座標値のずれ
を算出する（ステップＳ５０２）。そしてステップＳ５０２で算出したズレを検査装置検
索用ＲＯＩ７７の座標に反映して補正後の検査装置検索用ＲＯＩ７７を得る（ステップＳ
５０３）。図１２（ｂ）は、被検体４の体動に追従するように設定された補正後検査装置
検索用ＲＯＩ７７を示している。
【００７２】
　図１０の説明に戻る。ステップＳ４０８において各フレームに動きに追従する検査装置
検索用ＲＯＩ７６、７７、…を設定すると、制御装置２１は、ステップＳ４０８で各フレ
ームに設定した各検査装置検索用ＲＯＩ７６、７７、…内の画像を解析して（ステップＳ
４０９）、検査装置検索用ＲＯＩ７６、７７、…内に検査装置３１が到達した時の各動画
像（内視鏡画像及びＸ線透視像）の再生位置（フレーム番号）を特定し、特定されたフレ
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ーム番号以降の動画像を各画面２５ａ、２５ｂに表示する（ステップＳ４１０）。ステッ
プＳ４０９、ステップＳ４１０の処理は、第１の実施の形態のステップＳ１０８、ステッ
プＳ１０９と同様である。
【００７３】
　すなわち、Ｘ線透視像７１で任意の位置が指定されると、図１２（ａ）のように検査装
置検索用ＲＯＩ７６が設定されるとともに、図１２（ｂ）に示すように各フレームには、
呼吸によるズレを補正した位置に検査装置検索用ＲＯＩ７７が設定される。ステップＳ４
０９～ステップＳ４１０の処理では、このように動きに合わせて位置が補正された検査装
置検索用ＲＯＩ７７内に検査装置（内視鏡３１）の先端部が入った時刻を特定し、特定し
た時刻におけるＸ線透視像をメイン画面２５ａに表示する。サブ画面２５ｂでは、補正後
の検査装置検索用ＲＯＩ７７内に検査装置（内視鏡３１）の先端部が入った時点で撮影さ
れた内視鏡画像８２が表示される。
【００７４】
　図１３は、呼吸によるＲＯＩのズレを補正しない場合と補正する場合でのＲＯＩ内の画
像の違いを説明する図である。
　図１３（ａ）は検査装置検索用ＲＯＩ７６を各フレームで固定の座標に設定した場合を
示している。時刻ｔ＝Ｔａのフレームで設定された検査装置検索用ＲＯＩ７６内に描画さ
れた領域は、時刻ｔ＝Ｔｂのフレームでは破線の位置から実線の位置（右側）にずれてい
る様子が示されている。時刻ｔ＝Ｔｂでは内視鏡３１がＲＯＩ７６に含まれるが、画素値
ヒストグラムによる処理では内視鏡３１に相当する画素数が少ないため誤判定となる虞が
ある。
【００７５】
　一方、図１３（ｂ）は検査装置検索用ＲＯＩ７６を体動に追従して移動させた場合を示
している。時刻ｔ＝Ｔａのフレームで設定された検査装置検索用ＲＯＩ７６内に描画され
た領域は、時刻ｔ＝Ｔｂのフレームでは実線の位置であり、ｔ＝Ｔａで設定された検査装
置検索用ＲＯＩ７７内の位置（破線の位置）とほとんど同じ位置にある。時刻ｔ＝Ｔｂで
は内視鏡３１がＲＯＩ７６に含まれ、正確に内視鏡３１の到達を判定される。
【００７６】
　録画データの最終フレームまで再生が終了するか、或いは表示終了指示が入力されると
（ステップＳ４１１）、制御装置２１は画像表示処理を終了する。その後、装置のシャッ
トダウン指示があると装置のシャットダウン処理を実施して（ステップＳ４１２）、シャ
ットダウンする。
【００７７】
　以上説明したように、第３の実施の形態の画像表示処理では、検査時の生体運動に追従
するように検査装置検索用ＲＯＩを設定することで、体動の大きな部位の画像を表示する
場合にも、検査装置３１の検出精度を向上させ、正確に画像を表示させることが可能とな
る。
【００７８】
　［第４の実施の形態］
　次に、本発明の第４の実施の形態について説明する。内視鏡３１等の検査装置には拡大
機能を有するものがある。拡大機能とは、通常撮影の時と異なるフォーカス距離で撮影を
行うものである。これにより拡大率に応じて通常撮影の時よりも離れた位置（または近い
位置）を焦点として内視鏡画像が撮影、録画される。この拡大機能を用いて撮影された内
視鏡画像（第１動画像）をＸ線透視像（第２動画像）と同期再生する際に、第１の実施の
形態の画像表示処理を適用すると、図１４（ａ）に示すように操作者がメイン画面２５ａ
のＸ線透視像７１上で検査装置（内視鏡３１）が移動した位置（ＲＯＩ７０）を指定して
も、実際に内視鏡３１によって撮影されている箇所は指定した位置と異なり、メイン画面
２５ａとサブ画面２５ｂとで表示している箇所のずれが生じることがある。
【００７９】
　図１４（ｂ）、（ｃ）、（ｄ）は、サブ画面２５ｂに表示される内視鏡画像８１、８１
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ａ、８１ｂの例であり、（ｂ）は通常撮影時の内視鏡画像８１、図１４（ｃ）は拡大機能
により撮影された内視鏡画像８１ａ、図１４（ｄ）は第４の実施の形態の処理により拡大
率補正された内視鏡画像８１ｂの例である。
【００８０】
　内視鏡３１が被検体４内の同じ位置にあっても、図１４（ｂ）、（ｃ）に示すように、
拡大機能を使用して撮影された内視鏡画像８１ａは、通常撮影時の内視鏡画像８１とフォ
ーカス距離が異なるため異なる位置が撮影されている。
【００８１】
　そこで、第４の実施の形態の画像表示処理では、制御装置２１は内視鏡画像の撮影時の
拡大率とフォーカス距離との関係を示すデータを第１動画像取得装置３から取得する。メ
イン画面２５ａのＸ線透視像７１上で位置が指定されると、取得したデータに基づいて通
常撮影時とのフォーカス距離の差に応じた時間だけ通常撮影時（第１の実施の形態の画像
表示処理で特定される再生位置）より遡った時刻に撮影されたフレームを再生位置として
特定し、サブ画面２５ｂに表示する。なお、これは内視鏡３１が常に等しい速度で挿入さ
れているという前提である。
【００８２】
　これにより、拡大率に応じたフォーカス距離の差だけ通常撮影時よりも手前の位置から
撮影されたフレームがサブ画面２５ｂに表示されることとなり、図１４（ｄ）に示すよう
に、通常撮影時と同様の内視鏡画像８１ｂ（拡大機能を利用して撮影された内視鏡画像）
が表示される。つまり検査装置３１の撮影時の倍率に関わらず、検査装置３１が存在する
場所から撮影した通常倍率の画像と同様の画像を表示できる。
【００８３】
　［第５の実施の形態］
　次に、図１５を参照して本発明の第５の実施の形態を説明する。
　上述したように、内視鏡３１の拡大機能を利用すると、図１５に示すように、通常撮影
時とはフォーカス距離が異なるため、内視鏡３１の位置から内視鏡画像として画像化され
る位置９、９ａまでの距離が拡大率によって異なる。そのため、倍率が高くなるとＸ線透
視像７１上で位置を指定した際に設定されるＲＯＩ７０内に、内視鏡画像の画像化位置が
入らないことがある（図１５（ｂ）参照）。
【００８４】
　そこで、第５の実施の形態では、制御装置２１は内視鏡画像（第１動画像）における拡
大率とフォーカス距離との関係を示すデータを取得し、Ｘ線透視像７１上で位置が指定さ
れると（図４のステップＳ１０６；Ｙｅｓ）、第１動画像（内視鏡画像）の拡大率（フォ
ーカス距離）に応じてサイズまたは位置を調整した関心領域（ＲＯＩ７０ａ）を設定する
（ステップＳ１０７）。例えば、拡大率が大きい場合は、図１５（ｂ）に示すように通常
撮影時よりも拡大率に応じた大きいサイズのＲＯＩ７０ａを設定するか、フォーカス位置
９ａがＲＯＩの中心となるようにＲＯＩ７０ａの位置を調整して設定する。
【００８５】
　これにより、ＲＯＩ７０ａ内に必ず内視鏡画像の画像化位置（フォーカス位置）９ａが
入るようになり、操作者により指定された位置が撮影された画面を表示することが可能と
なる。
【００８６】
　以上、各実施形態において、本発明の好適な画像表示装置、Ｘ線画像診断装置、及び画
像表示方法について説明したが、本発明は上述の実施形態に限定されるものではない。当
業者であれば、本願で開示した技術的思想の範疇内において、各種の変更例または修正例
に想到し得ることは明らかであり、それらについても当然に本発明の技術的範囲に属する
ものと了解される。
【符号の説明】
【００８７】
１・・・・・・検査システム
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１０・・・・・第２動画像取得装置（Ｘ線画像診断装置）
１１・・・・・Ｘ線管
１３・・・・・Ｘ線絞り
１５・・・・・高電圧発生器
１６・・・・・Ｘ線検出器
１７・・・・・Ｘ線画像処理部
２０・・・・・操作装置（画像表示装置）
２１・・・・・制御装置
２２・・・・・画像処理装置
２３・・・・・記憶装置
２４・・・・・入力装置
２５・・・・・表示装置
２５ａ・・・・メイン画面
２５ｂ・・・・サブ画面
３・・・・・・第１動画像取得装置
３１・・・・・検査装置（内視鏡）
４・・・・・・被検体
５・・・・・・寝台
５１・・・・・記録処理部
５２・・・・・再生処理部
５２ａ・・・・位置指定部
５２ｂ・・・・特定部
５２ｃ・・・・表示更新部
７０・・・・・関心領域（ＲＯＩ）
７１、７２、７３・・・・・Ｘ線透視像
７５・・・・・・・・・・・動き検出用ＲＯＩ
７６、７７・・・・・・・・検査装置検索用ＲＯＩ
８１、８２、８３・・・・・内視鏡画像
９，９ａ・・・画像化位置
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